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１９６０１９６０~~７０年代７０年代

｢環境と経済｣概念の変遷（１）

旧公害対策基本法　第１条（目的）

• この法律は、・・・公害対策の総合的推進を図り、もつて国
民の健康を保護するとともに、生活環境を保全することを目
的とする。

• 前項に規定する生活環境の保全については、経済の健全
な発展との調和が図られるようにするものとする。（→S45削除）

⇒　環境保全と経済発展は別個、対立的

我が国は、高度経済成長と激甚な公害発生
の時代



国連人間環境会議（ストックホルム、国連人間環境会議（ストックホルム、19721972年）年）

• 先進国

　　経済発展に伴う環境破壊　⇒　経済成長から環境保護へ

• 発展途上国

　　貧困に関わる環境衛生の問題　⇒　開発推進、援助増強

• 「宇宙船地球号」の考え方

「人間環境を保護し、改善させることは、世界中の人々の福
祉と経済発展に影響を及ぼす主要な課題」

「現在及び将来の世代のために人間環境を擁護・向上させ
ることは、人類にとって至上の目標、すなわち平和と世界的
な経済社会発展の基本的かつ確立した目標と相並び、かつ
調和を保って追求されるべき目標となった」

｢環境と経済｣概念の変遷（２）



１９８０年代１９８０年代

・激甚な産業公害の沈静化

・大量生産・大量消費・大量廃棄型の経済社
会システムやライフスタイルに根ざした環
境問題が顕在化

・問題が人類の生存基盤そのものを損なう可
能性の高まり

有効な環境保全対策として、経済社会システ
ムやライフスタイルの転換が必要

｢環境と経済｣概念の変遷（３）



ブルントラント委員会報告書（ブルントラント委員会報告書（19871987年）年）

持続可能な開発持続可能な開発
　 将来の世代のニーズを満たす能力を損なう

ことがないような形で、現在の世界のニーズ
も満足させること。

持続的経済発展のためには、経済活動に環境保全
を内在化させることが必要との認識へ

｢環境と経済｣概念の変遷（４）

⇒・開発は環境や資源に支えられている。
　・将来の人類・地域の長期的・持続的な発展には、環
境保全が不可欠。



地球サミット（リオデジャネイロ、地球サミット（リオデジャネイロ、19921992年）年）

• 持続可能な開発を達成するため、環境保全は開発過程
の総体の一部とみなすべきであり、開発から独立したも
のと考えることはできない。

• 環境悪化へのよりよい対処とすべての国に経済成長と持
続可能な開発をもたらすような、有効で国際的に開かれ
た経済システムを促進する

リオ宣言

アジェンダ21
• 政策、計画、管理の各レベルにおける環境と開発の統合

• 効果的な法的及び規制的枠組みの提供

• 経済的手段、市場、その他のインセンティブの有効活用

• 統合された環境・経済勘定システムの確立

→第８章　「意思決定での環境と開発の統合」

｢環境と経済｣概念の変遷（５）



環境基本法（環境基本法（19931993年年1111月公布）月公布）

第４条（環境への負荷の少ない持続的発展が
可能な社会の構築等）

⇒　「環境保全と経済発展の統合」と位置付け

• 環境保全は、…健全で恵み豊かな環境を維

持しつつ、環境への負荷の少ない健全な経
済の発展を図りながら持続的に発展するこ
とができる社会が構築されることを旨とし、
…行われなければならない 。

環境基本法と環境基本計画（１）



環境基本計画（環境基本計画（20002000年年1212月改訂）月改訂）

• 持続可能な社会は、環境の側面はもとより、経済
的な側面、社会的な側面においても可能な限り、
高い質を保証する社会でなければならない。

• これら社会経済活動の３つの側面を統合的にとら
え、環境政策を展開していく「統合的アプローチ」
を環境政策の基本として採用。

• 環境と経済の双方の側面から見て望ましいと思
われる施策は優先的に採用されるべきもの。

• 社会経済システムに環境配慮を織り込むための
あらゆる政策手法を適切に実施。

環境基本法と環境基本計画（２）



環境と経済の統合理念の実現のための政策手法環境と経済の統合理念の実現のための政策手法（１）

• 社会経済に環境配慮を織り込み、希少な環境資源の合
理的利用を促進するための最も基本的な方策は、生産
と消費の過程における環境の汚染のコストを市場価格
に内部化すること。

• 汚染者負担の原則を環境保全のための措置に関する費
用の配分の基準として活用。

環境基本計画

ＰＰＰ原則（１９７２年ＯＥＣＤ理事会勧告）
受容可能な状態に環境を保つために公的当局により決められた、稀
少な環境資源の合理的利用を促進し、国際貿易及び投資におけるゆ
がみを回避するための汚染防止、制御措置に対し、汚染者が資金上
の責任を負うべきであるということ

環境基本法と環境基本計画（３）

（１）汚染者負担原則（１）汚染者負担原則



環境と経済の統合理念の実現のための政策手法環境と経済の統合理念の実現のための政策手法（２）

環境基本計画

経済活動の評価に環境保全における効率性の視点、すな
わち、環境効率性の考え方を生産現場から社会全体に至
る各レベルにおいて採用し、物の生産やサービスの提供
に伴う環境負荷の低減の目標設定あるいは改善効果の評
価に活用する。

環境基本法と環境基本計画（４）

（２）環境効率性（２）環境効率性



環境と経済の統合理念の実現のための政策手法環境と経済の統合理念の実現のための政策手法（３）
環境基本法と環境基本計画（５）

環境効率性に関する平成１４年版環境白書の分析



２１世紀『環の国』づくり会議２１世紀『環の国』づくり会議

環境と経済の統合に向けて（１）



「京都議定書の６％削減約束の達成への取
組が、我が国の経済活性化、雇用創出など
にもつながるよう、技術革新や経済界の創
意工夫を活かし、環境と経済の両立に資す
るような仕組みの整備・構築を図る。」

環境と経済の統合に向けて（２）

地球温暖化対策推進大綱地球温暖化対策推進大綱
（２００２年３月改訂）（２００２年３月改訂）

２．地球温暖化対策の策定・実施
に当たっての基本的な考え方



新たな設備投資・
研究開発投資

輸入品増加消費の抑制産業空洞化
資本蓄積率

の低下

貯蓄の減少

製品価格
の上昇

生産コスト
の増加

国際競争力
の低下

エネルギー
価格の上昇

温暖化対策と経済との関係温暖化対策と経済との関係
環境と経済の統合に向けて（３）

温暖化対策の実施温暖化対策の実施

経済発展への長期的な影響 経済発展への短中期的な影響

Ｈ８．７　環境庁地球温暖化経済システム検討会報告書より



消費拡大
有効需要

創出

技術コスト
低減

新たな設備投資
研究開発投資

労働力
安定供給

エネルギー
コスト節減

資源ベース
の保全

製品品質
向上

環境産業
の需要増

エネルギー
価格上昇

温暖化対策と経済との関係温暖化対策と経済との関係
環境と経済の統合に向けて（４）

経済発展への長期的な影響 経済発展への短中期的な影響

環境負荷
減少

エネルギー
効率改善

自然資源
安定供給 輸出拡大

Ｈ８．７　環境庁地球温暖化経済システム検討会報告書より

温暖化対策の実施温暖化対策の実施



技術革新がもたらす環境と経済の統合技術革新がもたらす環境と経済の統合

新たな規制の導入、
政策面での促進策

環境と経済の統合に向けて（５）

環境技術
の進展

環境保全と
経済発展の
達成



経済界の創意工夫がもたらす経済界の創意工夫がもたらす
環境と経済の統合環境と経済の統合

環境と経済の統合に向けて（６）

環境対策は、単なる活動の制約要件ではなく、
ビジネスチャンス。



環境ビジネス研究会報告書（本年８月策定）環境ビジネス研究会報告書（本年８月策定）

１．情報の交換・整備

４．海外への環境ビジネスの積極的な展開

３．地域資源を活用した環境ビジネスの振興

２．エコプロダクツの市場形成、普及促進

・環境省と企業等との間の恒常的な意見交換の場の設置
・環境ビジネス市場の現状把握・将来予測の実施

・エコプロダクツの開発促進（環境技術力の強化）
・エコプロダクツ市場の活性化（グリーン購入の一層の推進等）

地域に根ざした個別具体の環境ビジネスプロジェクト（例：
バイオマスの利用促進事業等）を積極的に支援

積極的に日本初のエコプロダクツの普及を進め、アジア地域
の持続可能な社会作りに貢献（日中韓環境産業円卓会議等）

環境と経済の統合に向けて（７）



「経済財政運営と構造改革に関する基本方針「経済財政運営と構造改革に関する基本方針 2002 2002」」
（本年（本年66月月2525日閣議決定）日閣議決定）

（環境産業の活性化）
「地球温暖化対策の実施、循環型社会の構築等による安心
と魅力に満ちた環境の創造を通じて、民間の技術・製品開
発の活性化、新たなビジネスモデルの形成、新規需要や雇
用の創出が図られる。さらに、我が国の優位性を活かした
世界をリードする環境関連産業が、経済社会システムの抜
本的改革の牽引的役割を果たしていく。」

環境と経済の統合に向けて（８）

６つの戦略、３０のアクションプログラム
①人間力戦略　　②技術力戦略　　③経営力戦略　　④産業発掘戦略
⑤地域力戦略　　⑥グローバル戦略

目的：「選択と集中」による競争力強化
　　　　規制改革を通じた「民業拡大」による市場創造



環境・エネルギー産業発掘戦略環境・エネルギー産業発掘戦略
（本年１２月策定）

｢創　る」：産業活動のあらゆる局面に環境・エネルギー配慮が
組み込まれ、環境・エネルギー問題の解決に資する
技術、製品、サービスの創出・発展を通じ、環境の保
全を図りつつ経済の活性化が図られる産業社会

「暮らす」：環境・エネルギー産業の発展を背景にして、環境配
慮を内在したライフスタイルが定着し、豊かな自然に
囲まれ環境リスクに対する不安のない安心・安全な
生活を送れる暮らし社会

「知　る」：各企業の取組状況、環境・エネルギーに配慮した製
品・サービスに関する情報を誰もがどこでも入手でき、
そうした情報が活かされる情報社会

環境と経済の統合に向けて（９）

（１）実現される社会像（１０～２０年後までに実現）（１）実現される社会像（１０～２０年後までに実現）



①技術のグリーン化

②産業のグリーン化

③市場のグリーン化

環境と経済の統合に向けて（１０）

環境・エネルギー産業発掘戦略環境・エネルギー産業発掘戦略（２）

（２）戦略目標（２）戦略目標

環境・エネルギー技術へのチャレンジを産業競争力の源泉に

「メイド・イン・ジャパン」の環境ブランド化

日本市場を世界のエコ市場の登竜門に



①技術のグリーン化

②産業のグリーン化

③市場のグリーン化

環境と経済の統合に向けて（１１）

環境・エネルギー産業発掘戦略環境・エネルギー産業発掘戦略（３）

（３）具体的行動計画（３）具体的行動計画

技術革新を促すような高い目標を設定し、産学官連携を進めつつ
研究開発を推進。また、幅広い人材を育成。

強固な環境経営の実践が企業の競争力に寄与するような基盤を整
備。日本発の製品・サービスや新たな取組をモデルとして発信。

市場での競争を促進する環境整備、環境配慮型の製品・サービス
の消費促進のための環境ＪＩＳ等の標準化や規制改革、環境配慮
を考慮した投資先選定、情報提供及び環境・エネルギー教育等の
推進。


